
園
芸
用
、
か
さ
上
げ
用
に

浄
水
発
生
土
は
い
か
が
で
す
か
？

　
浄
水
発
生
土
は
、
水
道
水
の
原

料
と
な
る
河
川
水
に
含
ま
れ
る
土

や
砂
な
ど
を
固
め
た
も
の
で
す
。

水
は
け
が
良
い
、
固
く
て
崩
れ
に

く
い
、
雑
草
が
生
え
に
く
い
な
ど

の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

料
　
金
　

　
１
㎥
あ
た
り
11
円︵
税
込
︶

※

振
込
手
数
料
別

※

１
㎥
未
満
は
無
料

　
詳
し
く
は
岐
阜
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　 

中
津
川
浄
水
場

　︵
☎
66
ー

６
２
６
２
︶

　
　
　  

水
道
課︵
☎
内
線

513
︶

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
︵
ひ
と
り

親
家
庭
な
ど
︶
の
有
効
期
限
は
　

月
　
日
で
す

　
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
︵
ひ
と

り
親
家
庭
な
ど
︶
を
お
持
ち
の
方

へ
、
ご
本
人
宛
て
に
更
新
手
続
き

の
案
内
文
書
を
送
付
し
ま
す
。
所

得
制
限
で
非
該
当
と
な
る
方
に
も

封
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
更
新
手
続
き
の
方
法

　
封
書
内
の
﹁
福
祉
医
療
費
受
給

者
証
交
付
︵
更
新
︶
申
請
書
﹂
を

ご
記
入
の
上
、
必
要
書
類
を
添
え

て
﹁
返
信
用
封
筒
﹂
で
ご
返
送
く

だ
さ
い
。

　
更
新
手
続
き
を
さ
れ
な
い
場
合
、

11
月
１
日
以
降
の
医
療
費
助
成
を

受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
更
新
案
内
文
書
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　 

社
会
福
祉
課
︵
☎
内
線

594
︶

市
民
病
院
法
定
電
気
設
備
点
検
の

た
め
一
部
業
務
を
一
時
停
止
し
ま

す　
病
院
内
の
電
気
設
備
の
法
定
定

期
点
検
と
受
電
設
備
工
事
に
よ
る

全
館
停
電
の
た
め
、
救
急
外
来
の

受
け
入
れ
と
電
話
受
付
を
一
時
停

止
し
ま
す
。

と
　
き
　
11
月
３
日
㈷

　
８
時
〜
20
時︵
予
定
︶

　 

総
務
人
事
課

　︵
☎
66
ー

１
２
５
１
︶

　◆
め
ざ
せ
就
職
★
セ
ミ
ナ
ー

と
　
き
　

　
10
月
８
日
㈫
・
11
月
12
日
㈫

　
各
日
９
時
30
分
〜
15
時
40
分

定
　
員
　
10
人

◆
子
育
て
マ
マ
さ
ん

　
再
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー

と
　
き
　
10
月
16
日
㈬

　
10
時
30
分
〜
11
時
30
分

定
　
員
　
６
人

︻
共
通
事
項
︼

と
こ
ろ
　
ひ
と
・
ま
ち
テ
ラ
ス

参
加
費
　
無
料

持
ち
物
　
筆
記
用
具
、
雇
用
保

　
険
受
給
資
格
者
証
︵
受
給
中

　
の
方
︶

そ
の
他
　
求
職
活
動
実
績
の
１

　
回
に
該
当
し
ま
す
。

◆
事
務
職
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ

　
ナ
ー

と
　
き
　
11
月
29
日
㈮

　
９
時
〜
16
時
　

と
こ
ろ
　
メ
ガ
ト
レ
ン
ド

◆
退
職
後
の
働
き
方
と
年
金
講
座

と
　
き
　
12
月
７
日
㈯
　

　
９
時
30
分
〜
12
時

と
こ
ろ
　
ひ
と
・
ま
ち
テ
ラ
ス

定
　
員
　
20
人

　
各
講
座
の
詳
細
な
ど
は
二
次

元
コ
ー
ド
か
ら

◆
内
職
を
出
し
た
い
企
業
さ
ん

を
募
集
し
て
い
ま
す
！

ワ
ー
カ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

︵
☎
65
ー

０
９
８
８
︶

 

2024年  10月９

勤
労
者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー　

　
　

   

（
ワ
ー
カ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）　

　
　    

か
ら
の
お
知
ら
せ

問

問

問

問担
当
課

31

10

広 

告

　パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労
働者に適用されます。
　使用者も、労働者も、１時間当たりの賃金額が最低賃金額以
上となっているかどうか、必ず確認しましょう。
　  岐阜労働局賃金室（☎058-245-8104）
　　　 商工振興課（☎内線 4263）

時間額　1,001円（51円 UP!）

10月1日～ 「岐阜県最低賃金」が
　　　　　改正されます

問
・
申
込

担当課

有　料　広　告
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